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■問 □本 都市計画課計画係（☎内線1211）　〒379－0192　安中市安中1－23－13
■e toshikeikaku@city.annaka.lg.jp

　市は、「あんなか」らしい
すてきな景観をかたちづくる
まちなみ空間やまちづくり活
動を表彰します。たくさんの
応募をお待ちしています。

応募期間
4月1日（月）～5月31日（金）（郵送の場合、当日
消印有効）

応募方法
【推奨】電子メール
　応募用紙と画像データ（JPEG形式）4枚以上
をメールで送付してください。なお、メールの
容量が10MBを超える場合は、事前に連絡して
ください。

郵送または持参
　応募用紙と、L版程度にカラープリントした
写真4枚以上を一緒に、下記まで郵送または窓
口までお持ちください。
※応募用紙は、□本 都市計画課、□松 松井田振興課
で用意しているほか、市■HP からもダウンロード
できます。また、■HP で評価の視点を公開してい
るので、応募の参考にしてください

表彰
　優秀賞と奨励賞を決定し、10月以降に応募資格者を対
象に授賞式を行います。また表彰についてパンフレットを
作成し公表します。

良好な景観をかたちづくるまちなみや活動を表彰します

－第2回あんなか景観まちづくり賞－

応募対象と応募資格

応募対象

応募資格者

まちづくり活動まちなみ空間部門名

詳細は　
こちら➡

（市■HP ）  
※他薦の場合はあらかじめ応募資格者の同意を得てください

あんなかスマイルパークのまちなみ空間

※既設の単独処理浄化槽を再利用する場合の撤去費補助金の限度額は9万円です

敷地全体や付帯する工作物を含めて、
良好な景観のまちなみを創り出してい
る空間、建築物、工作物、その他物件
　
空間、建築物などの所有者・設計者・
施工者

良好な景観の形成
に貢献しているま
ちづくり活動
　
活動を行う個人・
団体

安中市景観計画に基づく届出について
　
　建築や工作物の設置の際に内容や規模に応じて届出が必要です。特に市内全域での太陽光発電設備の設
置や国道18号、旧中山道、西毛広幹道沿道で新築、改築、色彩の変更などを行う場合は、規模にかかわ
らず届出が必要です。

くらし・手続 living・procedure
－相続登記の申請が義務に－

司法書士による無料相続登記相談を行います ■問 □本 税務課固定資産税係（☎内線1067）

今年度も継続します

合併処理浄化槽への転換補助金制度 ■問 □谷 下水道課庶務係（☎内線3135）

　昨年度と同様、既設の単独処理浄化槽を撤去もし
くは雨水貯留槽に再利用、または既設のし尿汲み取
り槽を撤去して、合併処理浄化槽を設置する個人を
対象に、補助金を交付します。
　予算額に達し次第、受付を終了するので、合併処
理浄化槽への転換を検討されている人は早めの申請

手続をおすすめします。なお、合併処理浄化槽への
転換設置に係る補助金は下表のとおりです。申請方
法など、詳細はお問い合わせください。

受付期間　令和7年1月31日（金）まで
　　　　　（予算額に達し次第、受付終了）
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■日 4月18日（木）　■時 午後1時～4時（受付　午後0時30分～午後3時）
■場 □本 201会議室
■申 予約不要・当日受付順。当日、相談会場で受付するので、混雑状況に

より、お待ちいただく場合があります。あらかじめご承知おきくださ
い。

相談時間　1組30分
■対 市民（会場への入場は、1組2名まで）
■他 前橋地方法務局（☎027－322－6315）と群馬司法書士会（☎027－221
－0150）では、随時登記相談を行っています。

　4月1日から相続登記の申請が
義務化されることから、群馬司
法書士会による相続登記相談
キャラバン（無料相談会）を行い
ます。
　この機会に、専門家（群馬司法
書士会の司法書士）に相談して、
適切に相続登記を行いましょう。

人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

補助金額
（限度額）
75.2万円
83.4万円
96.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

30万円
（限度額）

撤去費補助金

12万円
（限度額）

①単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合
補助金額

人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

補助金額
（限度額）
72.2万円
80.4万円
93.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

30万円
（限度額）

撤去費補助金

9万円
（限度額）

②し尿汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換した場合

注意事項
・申請は工事着工前に行ってください。
・市で実施する他の補助金制度と、補助対象箇所を重複させての申請はできません。
・公共下水道供用開始区域および事業計画区域、秋間みのりが丘地域は補助金対象外です。


